
　
2
0
1
6
年
11
月
に
始
ま

っ
た
近
江
鉄
道
日
野
駅
再
生

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
多
く
の
皆

様
の
ご
支
援
に
よ
り
、
昨
年

10
月
に
無
事
日
野
駅
舎
が
再

生
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
は
、

上
り
ホ
ー
ム
上
屋
の
改
修
工

事
を
進
め
て
い
ま
す
。
２
０

１
９
年
度
に
は
駅
舎
に
併
設

す
る
建
物
に
タ
ッ
グ
ロ
ー
ダ

ー
を
移
設
・
保
存
し
、
ま
た

日
野
駅
に
関
連
す
る
資
料
を

収
集
し
て
展
示
す
る
こ
と
で
、

全
国
に
も
珍
し
い
『
小
さ
な

鉄
道
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
』
の
整

備
を
進
め
ま
す
。
引
き
続
き

の
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

　
1
万
円
以
上
ご
寄
附
い
た

だ
い
た
皆
様
に
、
記
念
品
を

お
贈
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
つ
ぎ
の
3
種
類
の
記
念

品
の
中
か
ら
お
選
び
く
だ
さ

い
。

「
人
権
週
間
に
つ
い
て
」

　
国
際
連
合
は
、
１
９
４
８

年
（
昭
和
23
年
）
第
3
回
総

会
で
世
界
人
権
宣
言
が
採
択

さ
れ
た
の
を
記
念
し
、
１
９

５
０
年
（
昭
和
25
年
）
第
5

回
総
会
に
お
い
て
、
世
界
人

権
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
12
月

10
日
を
「
人
権
デ
ー
」
と
定

め
る
と
と
も
に
、
全
て
の
加

盟
国
に
こ
れ
を
記
念
す
る
行

事
を
毎
年
実
施
す
る
よ
う
に

呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
世
界

人
権
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
翌

年
か
ら
毎
年
12
月
10
日
の
人

権
デ
ー
を
最
終
日
と
す
る
一

週
間
を
「
人
権
週
間
」
と
定
め
、

人
権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚

の
た
め
の
啓
発
活
動
を
全
国

的
に
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
は
、
世
界
人
権
宣
言

が
国
連
で
採
択
さ
れ
て
70
年

の
節
目
の
年
で
も
あ
り
ま
す
。

21
世
紀
が
「
人
権
の
世
紀
」

で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
思
い

起
こ
し
、
相
手
の
気
持
ち
を

思
い
や
る
こ
と
の
大
切
さ
を

認
識
し
、
一
人
ひ
と
り
の
違

い
を
認
め
合
う
心
を
育
み
、

こ
れ
を
未
来
へ
つ
な
げ
て
い

く
た
め
の
人
権
感
覚
を
身
に

つ
け
ま
し
ょ
う
。

ご
寄
附
を
お
願
い
し
ま
す

近
江
鉄
道
日
野
駅
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
企
画
振
興
課
　
企
画
人
権
担
当
　
☎
0
7
4
8－

5
2－

６
５
５
２

日
野
町
産
ひ
の
き
の
コ
ー
ス
タ
ー
の
セ
ッ
ト

　
町
の
木
「
ひ
の
き
」
で
風
合
い
の
あ
る
コ
ー
ス
タ
ー

に
日
野
駅
に
ち
な
ん
だ
ロ
ゴ
マ
ー
ク
を
刻
印
し
た
記

念
品
で
す
。

　
日
野
町
産
の
木
材
を
町
内
で
製
材
し
た
、
趣
き
の

異
な
る
４
枚
の
コ
ー
ス
タ
ー
の
セ
ッ
ト
で
す
。

【
1
万
円
以
上
の
ご
寄
附
が
対
象
】

日
野
駅
舎
再
生
記
念「
日
野
駅
舎
切
絵
ア
ー
ト
」絵
画

　
滋
賀
県
東
近
江
市
で
活
動
さ
れ
る
切
り
絵
師
の
岡

浩
暉
さ
ん
が
描
い
た
懐
か
し
い
駅
舎
風
景
の
切
り
絵

作
品
の
複
製
を
、
旧
日
野
駅
舎
柱
等
の
古
材
を
活
か

し
、
日
野
町
伝
統
の
工
芸
品
「
日
野
椀
」
の
技
法
を
用

い
た
漆
塗
り
を
施
し
た
木
製
フ
レ
ー
ム
に
収
め
た
作

品
で
す
。

【
1
万
1
千
円
以
上
の
ご
寄
附
が
対
象
】

レ
ー
ル
文
鎮
と
日
野
駅
煎
餅
の
セ
ッ
ト

　
１
２
０
年
前
に
近
江
鉄
道
が
設
立
し
た
当
初
か
ら

敷
設
さ
れ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
製
（
Ｂ
Ａ
Ｒ
Ｒ
Ｏ
Ｗ  

Ｓ

Ｔ
Ｅ
Ｅ
Ｌ
製
）
の
鉄
道
レ
ー
ル
で
製
作
し
た
文
鎮
と
地

元
駅
前
通
り
共
栄
会
が
作
ら
れ
た
日
野
駅
舎
の
焼
印

の
入
っ
た
「
日
野
駅
せ
ん
べ
い
」
の
セ
ッ
ト
。

【
1
万
円
以
上
の
ご
寄
附
が
対
象
】

12
月
4
日
〜
10
日 

「
第
70
回
人
権
週
間
」

　人
権
週
間
は
、
家
庭
で
、
職
場
で
、
学
校
で
、
家
族
と
、
友
達
と
、

み
ん
な
と
人
権
を
考
え
る
週
間
で
す
。
性
差
別
、
障
害
者
差
別
、

外
国
人
差
別
な
ど
あ
ら
ゆ
る
差
別
や
偏
見
を
な
く
し
、
み
ん
な

が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
を
つ
く
る
た
め
に
、
私
た
ち
一
人
ひ

と
り
が
人
権
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
、
周
り
の
人
の
人
権
を

尊
重
す
る
意
識
を
持
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。

み
ん
な
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

社
会
を
つ
く
る
た
め
に

お
か

ひ
ろ
き

バ
　
　
ー
　
　
ロ
　
　
ウ

ス

チ
　
　
ー
　
　
ル

・
2
0
1
9
年
12
月
ま
で
に
合
計
10
万
円
以
上
の
ご
寄
附
を
い
た
だ
い
た
方
は
、
日
野
駅
舎
に
設
置
す
る
刻
銘
版
に

お
名
前
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・
こ
の
寄
附
金
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
と
同
様
の
税
制
上
の
優
遇
措
置
を
受
け
て
い
た
だ
け
ま
す
。
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平
成
30
年
分
（
平
成
30
年
1
月
1
日
〜
平

成
30
年
12
月
31
日
に
生
じ
た
所
得
）
か
ら
税

務
署
の
指
導
に
よ
り
「
分
離
課
税
方
式
（
株

を
売
っ
た
際
の
譲
渡
所
得
や
土
地
や
建
物
を

売
却
し
た
と
き
の
譲
渡
所
得
等
）」
で
課
税
を

行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
役
場
で
相
談
を
受

付
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
ま
し
た
の
で
、

近
江
八
幡
税
務
署
も
し
く
は
e-

t
a
x
に

よ
り
申
告
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

◆
申
告
場
所
　
近
江
八
幡
税
務
署

　（
近
江
八
幡
市
桜
宮
町
2
4
3
の
2
）

　
☎
0
7
4
8－

3
3－

3
1
4
1（
代
表
）

◆
平
成
30
年
分
確
定
申
告
会
場
設
置
期
間

　
平
成
31
年
2
月
18
日
（
月
）
〜

　
平
成
31
年
3
月
15
日
（
金
）

　
※
還
付
申
告
は
、
平
成
31
年
1
月
4
日

（
金
）
か
ら
近
江
八
幡
税
務
署
に
提
出
い
た
だ

く
こ
と
が
可
能
で
す
。

　
皆
さ
ん
か
ら
納
め
て
い
た
だ
く

町
税
は
、
福
祉
・
医
療
・
教
育
・
ご

み
処
理
等
の
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ

ス
に
使
わ
れ
る
大
切
な
財
源
で
す
。

　
県
と
町
で
は
、
12
月
を
「
ス
ト
ッ

プ
滞
納
!!
強
化
月
間
」
と
し
て
、
税

の
公
平
な
負
担
の
観
点
か
ら
、
一
斉

に
滞
納
整
理
を
強
化
し
ま
す
。

　
町
税
に
は
納
付
期
限
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
期
限
後
20
日
を
過

ぎ
て
も
納
付
が
な
い
と
督
促
状
（
1

件
2
0
0
円
）
が
発
行
さ
れ
、
延
滞

金
（
年
率
14
・
6
％
以
内
）
が
課
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
滞

納
の
ま
ま
放
置
さ
れ
ま
す
と
、
財

産
（
預
貯
金
・
給
与
・
不
動
産
等
）

の
差
押
え
等
、
滞
納
処
分
を
行
う

よ
う
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

平
成
29
年
度
は
、
1
5
2
件  

1
6
，

 
5
0
3
，5
8
9
円
の
差
押
え
を
行

い
ま
し
た
。

　
病
気
や
失
業
・
事
業
の
業
績
不
振
な

ど
の
や
む
を
得
な
い
理
由
や
多
重
債
務

な
ど
に
よ
り
、
一
時
的
に
町
税
を
各
期

限
内
に
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
方
に

つ
い
て
は
、
一
人
で
悩
ま
ず
、
放
置
せ

ず
に
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
税
務

課
に
て
納
付
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
虚
偽
の
申
し
出
や
納
付
計

画
を
守
ら
ず
不
履
行
に
な
っ
た
場
合

は
、
滞
納
処
分
に
よ
り
強
制
徴
収
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

　
町
で
は
、
税
の
公
平
性
と
安
定
的
な

財
源
の
確
保
の
た
め
、
収
納
率
の
向
上

と
滞
納
額
の
縮
減
に
向
け
た
取
り
組
み

を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
県
と
県
内

市
町
で
は
、「
滋
賀
地
方
税
滞
納
整
理

機
構
」
を
設
置
し
、
連
携
・
協
働
し
て

県
税
と
市
町
税
の
滞
納
整
理
を
推
進
し

て
い
ま
す
。

　
滋
賀
県
内
全
て
の
市
町
は
、
個
人
住
民
税

（
県
民
税
と
市
町
民
税
）
特
別
徴
収
（
給
与
天

引
き
）
の
普
及
促
進
に
取
り
組
ん
で
お
り
、

平
成
28
年
度
か
ら
県
内
全
て
の
市
町
に
お
い

て
特
別
徴
収
の
徹
底
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　
地
方
税
法
及
び
日
野
町
税
条
例
の
規
定
に

よ
り
、
給
与
を
支
払
う
事
業
者
は
、
原
則
と

し
て
個
人
住
民
税
を
特
別
徴
収
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
従
業
員
が
常
時
10
名
未
満
の
事
業
者
は
、

申
請
に
よ
り
、
12
回
の
納
期
を
2
回
と
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
特
別
徴
収
の
手
続
な
ど
詳
し
く
は
、
左
記

の
電
話
番
号
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

「
土
地
・
株
式
譲
渡
所
得
」の

　
　確
定
申
告 

は 

税
務
署
で

事
業
者
さ
ん

従
業
員
さ
ん
の
住
民
税
は
給
与
天
引
き
で

◆
事
務
手
続
き
に
関
す
る
こ
と

　
日
野
町
　
税
務
課
　
住
民
税
担
当

　
☎
０
７
４
８－

５
２－

６
５
７
０

◆
特
別
徴
収
の
推
進
の
取
組
に
関
す
る
こ
と

　
滋
賀
県
　
総
務
部
　
税
政
課

　
☎
０
７
７－

５
２
８－

３
２
１
３

税
金
は
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

〜
も
う
一
度
、納
め
忘
れ
が
な
い
か
お
確
か
め
く
だ
さ
い
〜

税
金
を
滞
納
す
る
と

　
　ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う

ど
う
し
て
も
期
限
内
に

　
　納
め
ら
れ
な
い
場
合
は
…

納
税
者
間
の
公
平
性
確
保
と

滞
納
額
の
縮
減
に
努
め
て
い
ま
す

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
税
務
課
　
収
納
担
当
　
☎
0
7
4
8－

5
2－

6
5
7
0
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